
第３４号 議案 （ 議員提出 議案）  

 

   島 本町 議 会の 個人 情報の 保護に関 する条 例の制定 に  

ついて  

 

 島本町 議会の 個人情報 の保護 に関する 条例を 次のよう に定め る 。 

 

  令和  ５  年  ２  月２ ７日提 出  

 

   提 出者  島本町議 会議員  

 

川  嶋  玲  子    野  口  日利美  

山  口  博  好    中  嶋  洵  智  

大久保  孝  幸    福  嶋  保  雄  

長谷川  順  子    中  田  みどり  

平  井    均    伊 集院  春  美  

清  水  貞  治    戸  田  靖  子  

永  山  優  子  

 

 提案理 由  

  個人 情報の 保護に関 する 法 律の 一部 改正 に 伴 い、議 会に お け

る 個 人 情 報 の 適 正 な 取 扱 い 等 に つ い て 定 め る 必 要 が あ る た め 、

新たに条 例を 制 定するも の。  
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島本町条例第   号  

 

島本町議会の個人情報の保護に関する 条例  

 

目次  

第１章  総則（第１条 －第３条）  

第２章  個人情報 等の取扱い（第４条 －第１６条）  

第３章  個人情報ファイル（第１７条）  

第４章  開示、訂正及び利用停止 等  

第１節  開示（第１８条 －第３０条）  

第２節  訂正（第３１条 －第３７条）  

第３節  利用停止（第３８条 － 第４３条）  

第４節  審査請求（第４４条 － 第４６条）  

第５章  雑則（第４７条 －第５２条）  

第６章  罰則（第５３条 －第５７条）  

附則  

第１章  総則  

（目的）  

第１条  この条 例は、島 本町議 会（以下 「議会 」という 。）に お

ける個人 情報の 適正な取 扱いに 関し必要 な事項 を定める ととも

に、議会 が保有 する個人 情報の 開示、訂 正及び 利用停止 を求め

る個人の 権利を 明らかに するこ とにより 、議会 の事務の 適正か

つ円滑な 運営を 図りつつ 、個人 の権利利 益を保 護するこ とを目
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的とする。  

（定義）  

第２条  この条 例におい て「個 人情報」 とは、 生存する 個人に 関

する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 

⑴  当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、

図画若し くは 電 磁的記録 （電 磁 的方式（ 電子 的 方式、磁 気的

方式その 他人 の 知覚によ って は 認識する こと が できない 方式

をいう。次項第２号において同じ。）で作られる記録をいう。

以下同じ 。） に 記載され 、若 し くは記録 され 、 又は音声 、動

作その他 の方 法 を用いて 表さ れ た一切の 事項 （ 個人識別 符号

を除く。 ）を い う。以下 同じ 。 ）により 特定 の 個人を識 別す

ることができるもの（他の情報と容易に照合することができ、

それによ り特 定 の個人を 識別 す ることが でき る こととな るも

のを含む。）  

⑵  個人識別符号が含まれるもの  

２  この 条例に おいて「 個人識 別符号」 とは、 次の各号 の いず れ

かに該当 する文 字、番号 、記号 その他の 符号の うち、議 長が定

めるものをいう。  

⑴  特定 の個人 の身体の 一部の 特徴を電 子計算 機の用に 供する

ために変 換し た 文字、番 号、 記 号その他 の符 号 であって 、当

該特定の個人を識別することができるもの  

⑵  個人 に提供 される役 務の利 用若しく は個人 に販売さ れる商

品の購入 に関 し 割り当て られ 、 又は個人 に発 行 されるカ ード
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その他の 書類 に 記載され 、若 し くは電磁 的方 式 により記 録さ

れた文字 、番 号 、記号そ の他 の 符号であ って 、 その利用 者若

しくは購 入者 又 は発行を 受け る 者ごとに 異な る ものとな るよ

うに割り 当て ら れ、又は 記載 さ れ、若し くは 記 録される こと

により、 特定 の 利用者若 しく は 購入者又 は発 行 を受ける 者を

識別することができるもの  

３  この 条例に おいて「 要配慮 個人情報 」とは 、本人の 人種、 信

条、社会 的身分 、病歴、 犯罪の 経歴、犯 罪によ り害を被 った事

実その他 本人に 対する不 当な差 別、偏見 その他 の不利益 が生じ

ないよう にその 取扱いに 特に配 慮を要す るもの とし て議 長が定

める記述等が含まれる個人情報をいう。  

４  この 条例に おいて「 保有個 人情報」 とは、 議会 の 事 務局の 職

員（以下 この章 から第３ 章まで 及び第６ 章にお いて 「職 員」と

いう。） が職務 上作成し 、又は 取得した 個人情 報であっ て、職

員が組織 的に利 用するも のとし て、議会 が保有 している ものを

いう。た だし、 島本町情 報公開 条例（昭 和５８ 年島本町 条例第

２４号） 第３条 第１号に 規定す る情報 （ 以下「 行政文書 」とい

う。）に記録されているものに限る。  

５  この 条例に おいて「 個人情 報ファイ ル」と は、保有 個人情 報

を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。  

⑴  一定 の事務 の目的を 達成す るために 特定の 保有個人 情報を

電子計算 機を 用 いて検索 する こ とができ るよ う に体系的 に構

成したもの  

- 34 の 5 -



⑵  前号 に掲げ るものの ほか、 一定の事 務の目 的を達成 するた

めに氏名 、生 年 月日、そ の他 の 記述等に より 特 定の保有 個人

情報を容 易に 検 索するこ とが で きるよう に体 系 的に構成 した

もの  

６  この 条例に おいて個 人情報 について 「本人 」とは、 個人情 報

によって識別される特定の個人をいう。  

７  この 条例に おい て「 仮名加 工情報」 とは、 次の各号 に掲げ る

個人情報 の区分 に応じて 当該各 号に定め る措置 を講じて 他の情

報と照合 しない 限り特定 の個人 を識別す ること ができな いよう

に個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。  

⑴  第１ 項第１ 号に該当 する個 人情報  当該個 人情報に 含まれ

る記述等 の一 部 を削除す るこ と （当該一 部の 記 述等を復 元す

ることの でき る 規則性を 有し な い方法に より 他 の記述等 に置

き換えることを含む。）。  

⑵  第１ 項第２ 号に該当 する個 人情報  当該個 人情報に 含まれ

る個人識 別符 号 の全部を 削除 す ること（ 当該 個 人識別符 号を

復元する こと の できる規 則性 を 有しない 方法 に より他の 記述

等に置き換えることを含む。）。  

８  この 条例に おいて「 匿名加 工情報」 とは、 次の各号 に掲げ る

個人情報 の区分 に応じて 当該各 号に定め る措置 を講じて 特定の

個人を識 別する ことがで きない ように個 人情報 を加工し て得ら

れる個人 に関す る情報で あって 、当該個 人情報 を復元す ること

ができないようにしたものをいう。  
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⑴  第１ 項第１ 号に該当 する個 人情報  当該個 人情報に 含まれ

る記述等 の一 部 を削除す るこ と （当該一 部の 記 述等を復 元す

ることの でき る 規則性を 有し な い方法に より 他 の記述等 に置

き換えることを含む。）。  

⑵  第１ 項第２ 号に該当 する個 人情報  当該個 人情報に 含まれ

る個人識 別符 号 の全部を 削除 す ること（ 当該 個 人識別符 号を

復元する こと の できる規 則性 を 有しない 方法 に より他の 記述

等に置き換えることを含む。）。  

９  この 条例に おいて「 個人関 連情報」 とは、 生存する 個人に 関

する情報 であっ て、個人 情報、 仮名加工 情報及 び匿名加 工情報

の いずれにも該当しないものをいう。  

１０  こ の条例 において 「特定 個人情報 」とは 、行政手 続にお け

る特定の 個人を 識別する ための 番号の利 用等に 関する法 律（平

成２５年 法律第 ２７号。 以下「 番号利用 法」と いう。） 第２条

第８項に規定する特定個人情報をいう。  

１１  こ の条例 において 「保有 特定個人 情報」 とは、職 員が職 務

上作成し 、又は 取得した 特定個 人情報で あって 、職員が 組織的

に利用す るもの として、 議会が 保有して いるも のをいう 。ただ

し、行政文書に記録されているものに限る。  

１２  こ の条例 において 「独立 行政法人 等」と は、独立 行政法 人

通則法（ 平成１ １年法律 第１０ ３号）第 ２条 第 １項に規 定する

独立行政 法人及 び個人情 報の保 護に関す る法律 （平成１ ５年法

律第５７ 号。以 下「法」 という 。）別表 第１に 掲げる法 人をい
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う。  

１３  こ の条例 において 「地方 独立行政 法人」 とは、地 方独立 行

政法人法 （平成 １５年法 律第１ １８号） 第２条 第１項に 規定す

る地方独立行政法人をいう。  

（議会の責務）  

第３条  議会は 、その保 有する 個人情報 の適正 な取扱い が確保 さ

れるよう必要な措置を講ずるものとする。  

第２章  個人情報等の取扱い  

（個人情報の保有の制限等）  

第４条  議会は 、個人情 報を保 有するに 当たっ ては、法 令（条 例

を含む。 第１２ 条第２項 第２号 及び第３ 号並び に第４章 におい

て同じ。 ）の規 定により その権 限に属す る事務 を遂行す るため

必要な場 合に限 り、かつ 、その 利用の目 的をで きる限り 特定し

なければならない。  

２  議会 は、前 項の規定 により 特定され た利用 の目的（ 以下「 利

用目的」 という 。）の達 成に必 要な範囲 を超え て、個人 情報を

保有してはならない。  

３  議会 は、利 用目的を 変更す る場合に は、変 更前の利 用目的 と

相当の関 連性を 有すると 合理的 に認めら れる範 囲を超え て行っ

てはならない。  

（利用目的の明示）  

第５条  議会は 、本人か ら直接 書面（電 磁的記 録を含む 。）に 記

録された 当該本 人の個人 情報を 取得する ときは 、次に掲 げる場
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合を除き 、あら かじめ、 本人に 対し、そ の利用 目的を明 示しな

ければならない。  

⑴  人の 生命、 身体又は 財産の 保護のた めに緊 急に必要 がある

とき。  

⑵  利用 目的を 本人に明 示する ことによ り、本 人又は第 三者の

生命、身 体、 財 産その他 の権 利 利益を害 する お それがあ ると

き。  

⑶  利用 目的を 本人に明 示する ことによ り、国 の機関、 独立行

政法人等 、地 方 公共団体 又は 地 方独立行 政法 人 が行う事 務又

は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。  

⑷  取得 の状況 からみて 利用目 的が明ら かであ ると認め られる

とき。  

（不適正な利用の禁止）  

第６条  議会は 、違法又 は不当 な行為を 助長し 、又は誘 発する お

それがある方法により個人情報を利用してはならない。  

（適正な取得）  

第７条  議会は 、偽りそ の他不 正の手段 により 個人情報 を取得 し

てはならない。  

（正確性の確保）  

第８条  議会は 、利用目 的の達 成に必要 な範囲 内で、保 有個人 情

報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。 

（安全管理措置）  

第９条  議長は 、保有個 人情報 の漏えい 、滅失 又は毀損 の防止 そ
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の他の保 有個人 情報の安 全管理 のために 必要か つ適切な 措置を

講じなければならない。  

２  前項 の規定 は、議会 に係る 個人情報 の取扱 いの委託 （２以 上

の段階に わたる 委託を含 む。） を受けた 者が受 託した業 務を行

う場合における個人情報の取扱いに ついて準用する。  

（従事者の義務）  

第１０条  個人 情報の取 扱いに 従事する 職員若 しくは職 員であ っ

た者、前 条第２ 項の業務 に従事 している 者若し くは従事 してい

た者又は 議会に おいて個 人情報 の取扱い に従事 している 派遣労

働者（労 働者派 遣事業の 適正な 運営の確 保及び 派遣労働 者の保

護等に関 する法 律（昭和 ６０年 法律第８ ８号） 第２条第 ２号に

規定する 派遣労 働者をい う。以 下この条 及び第 ５３条に おいて

同じ。） 若しく は従事し ていた 派遣労働 者は、 その業務 に関し

て知り得 た個人 情報の内 容をみ だりに他 人に知 らせ、又 は不当

な目的に利用してはならない。  

（漏えい等の通知）  

第１１条  議長 は、保有 個人情 報の漏え い、滅 失、毀損 その他 の

保有個人 情報の 安全の確 保に係 る事態で あって 個人の権 利利益

を害する おそれ が大きい ものと してその 定める ものが生 じたと

きは、本 人に対 し、その 定める ところに より、 当該事態 が生じ

た旨を通 知しな ければな らない 。ただし 、次の 各号のい ずれか

に該当するときは、この限りでない。  

⑴  本人 への通 知が困難 な場合 であって 、本人 の権利利 益を保
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護するため必要なこれに代わるべき措置をとるとき。  

⑵  当該 保有個 人情報に 第２０ 条各号に 掲げる 情報のい ずれか

が含まれるとき。  

（利用及び提供の制限）  

第１２条  議会 は、法令 に基づ く場合を 除き、 利用目的 以外の 目

的のため に保有 個人情報 を自ら 利用し、 又は提 供しては ならな

い。  

２  前項 の規定 にかかわ らず、 議会は、 議長が 次の各号 のいず れ

かに該当 すると 認めると きは、 利用目的 以外の 目的のた めに保

有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、

保有個人 情報を 利用目的 以外の 目的のた めに自 ら利用し 、又は

提供する ことに よって、 本人又 は第三者 の権利 利益を不 当に侵

害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。  

⑴  本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。  

⑵  議会 が法令 の規定に よりそ の権限に 属する 事務の遂 行に必

要な限度 で保 有 個人情報 を内 部 で利用す る場 合 であって 、当

該保有個 人情 報 を利用す るこ と について 相当 の 理由があ ると

き。  

⑶  町長 、教育 委員会、 監査委 員、選挙 管理委 員会、農 業委員

会、公平 委員 会 、固定資 産評 価 審査委員 会、 水 道事業及 び下

水道事業 の管 理 者の権限 を行 う 町長 若し くは 財 産区 、他 の地

方公共団 体の 機 関、他の 地方 公 共団体が 設立 し た地方独 立行

政法人、 法第 ２ 条第８項 に規 定 する行政 機関 又 は独立行 政法
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人等に保 有個 人 情報を提 供す る 場合にお いて 、 保有個人 情報

の提供を 受け る 者が、法 令の 定 める事務 又は 業 務の遂行 に必

要な限度 で提 供 に係る個 人情 報 を利用し 、か つ 、当該個 人情

報を利用することについて相当の理 由があるとき。  

⑷  前３ 号に掲 げる場合 のほか 、専ら統 計の作 成又は学 術研究

の目的の ため に 保有個人 情報 を 提供する とき 、 本人以外 の者

に提供す るこ と が明らか に本 人 の利益に なる と き、その 他保

有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。  

３  前項 の規定 は、保有 個人情 報の利用 又は提 供を制限 する他 の

条例の規定の適用を妨げるものではない。  

４  議長 は、個 人の権利 利益を 保護する ため特 に必要が あると 認

めるとき は、保 有個人情 報の利 用目的以 外の目 的のため の議会

の内部に おける 利用を議 会 の事 務局の特 定の課 又は職員 に限る

ものとする。  

５  保有 特定個 人情報に 関して は、第２ 項第２ 号から第 ４号ま で

及び第２ ９条の 規定は適 用しな いものと し、次 の表の左 欄に掲

げる規定 の適用 について は、こ れらの規 定中同 表の中欄 に掲げ

る字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。  

第１２条第１項  法令に基づく場合を

除き、利用目的以外

の目的  

利用目的以外の目的  

自ら利用し、又は提 自ら利用 しては なら
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供してはならない  ない  

第１２条第２項  自ら利用し、又は提

供する  

自ら利用する  

第 １ ２ 条 第 ２ 項 第

１号  

本人の同意があると

き、又は本人に提供

するとき  

人の生命 、身体 又は

財産の保 護のた めに

必 要 が あ る 場 合 で

あって、 本人の 同意

があり、 又は本 人の

同意を得 ること が困

難であるとき  

第 ３ ８ 条 第 １ 項 第

１号  

又は第１２条第１項

及び第２項の規定に

違反して利用されて

いるとき  

第１２条 第５項 の規

定により 読み替 えて

適用する 同条第 １項

及び第２ 項（第 １号

に係る部分に限 る 。）

の規定に 違反し て利

用されて いると き、

番号利用 法第２ ０条

の規定に 違反し て収

集され、 若しく は保

管されて いると き、

又は番号 利用法 第２
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９条の規 定に違 反し

て作成さ れた特 定個

人情報フ ァイル （番

号利用法 第２条 第９

項に規定 する特 定個

人情報フ ァイル をい

う。）に 記録さ れて

いるとき  

第 ３ ８ 条 第 １ 項 第

２号  

第１２条第１項及び

第２項  

番号利用法第１９条  

（保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求）  

第１３条  議長 は、利用 目的の ために又 は前条 第２項第 ３号若 し

くは第４ 号の規 定に基づ き、保 有個人情 報を提 供する場 合にお

いて、必 要があ ると認め るとき は、保有 個人情 報の提供 を受け

る者に対 し、提 供に係る 個人情 報につい て、そ の利用の 目的若

しくは方 法の制 限その他 必要な 制限を付 し、又 はその漏 えいの

防止その 他の個 人情報の 適切な 管理のた めに必 要な措置 を講ず

ることを求めるものとする。  

（個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要求）  

第１４条  議長 は、第三 者に個 人関連情 報を提 供する場 合（当 該

第三者が 当該個 人関連情 報を個 人情報と して取 得する こ とが想

定される場合に限る。）において 、必要があると認めるときは、

当該第三 者に対 し、提供 に係る 個人関連 情報に ついて、 その利
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用の目的 若しく は方法の 制限そ の他必要 な制限 を付し、 又はそ

の漏えい の防止 その他の 個人関 連情報の 適切な 管理のた めに必

要な措置を講ずることを求めるものとする。  

（仮名加工情報の取扱いに係る義務）  

第１５条  議会 は、法令 に基づ く場合を 除くほ か、仮名 加工情 報

（個人情 報であ るものを 除く。 以下この 条及び 第４９条 におい

て同じ。 ）を第 三者（当 該仮名 加工情報 の取扱 いの委託 を受け

た者を除く。）に提供してはなら ない。  

２  議長 は、そ の取り扱 う仮名 加工情報 の漏え いの防止 その他 仮

名加工情 報の安 全管理の ために 必要かつ 適切な 措置を講 じなけ

ればならない。  

３  議会 は、仮 名加工情 報を取 り扱うに 当たっ ては、法 令に基 づ

く場合を 除き、 当該仮名 加工情 報の作成 に用い られた個 人情報

に係る本 人を識 別するた めに、 削除情報 等（仮 名加工情 報の作

成に用い られた 個人情報 から削 除された 記述等 及び個人 識別符

号並びに 法第４ １条第１ 項の規 定により 行われ た加工の 方法に

関する情 報をい う。）を 取得し 、又は当 該仮名 加工情報 を他の

情報と照合してはならない。  

４  議会 は、仮 名加工情 報を取 り扱うに 当たっ ては、法 令に基 づ

く場合を 除き、 電話をか け、郵 便若しく は民間 事業者に よる信

書の送達 に関す る法律（ 平成 １ ４年法律 第９９ 号）第２ 条第６

項に規定 する一 般信書便 事業者 若しくは 同条第 ９項に規 定する

特定信書 便事業 者による 同条第 ２項に規 定する 信書便に より送
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付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法（電

子情報処 理組織 を使用す る方法 その他の 情報通 信の技術 を利用

する方法であって議長が定めるものをいう。）を用いて送信し、

又は住居 を訪問 するため に、当 該仮名加 工情報 に含まれ る連絡

先その他の情報を利用してはならない。  

５  前各項の規定は、議 会に係る仮名加工情報の取扱いの委託（ ２

以上の段 階にわ たる委託 を含む 。）を受 けた者 が受託し た業 務

を行う場合について準用する。  

（匿名加工情報の取扱いに係る義務）  

第１６条  議会 は、匿名 加工情 報を取り 扱うに 当たって は、法 令

に基づく 場合を 除き、当 該匿名 加工情報 の作成 に用いら れた個

人情報に 係る本 人を識別 するた めに、当 該個人 情報から 削除さ

れた記述 等若し くは個人 識別符 号若しく は法第 ４３条第 １項の

規定によ り行わ れた加工 の方法 に関する 情報を 取得し、 又は当

該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。  

２  議会 は、匿 名加工情 報の漏 えいを防 止する ために必 要なも の

として議 長が定 める基準 に従い 、匿名加 工情報 の適切な 管理の

ために必要な措置を講じなければならない。  

３  前２項の規定は、議 会に係る匿名加工情報の取扱いの委託（ ２

以上の段 階にわ たる委託 を含む 。）を受 けた者 が受託し た業務

を行う場合について準用する。  

第３章  個人情報ファイル  

（個人情報ファイル簿の作成及び公表）  
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第１７条  議長 は、その 定める ところに より、 議会が保 有して い

る個人情 報ファ イルにつ いて、 それぞれ 次に掲 げる事項 その他

議長が定める事項を記載した帳簿（以下「個人情報ファイル簿」

という。）を作成し、公表しなければならない。  

⑴  個人情報ファイルの名称  

⑵  個人 情報フ ァイルが 利用に 供される 事務を つかさど る組織

の名称  

⑶  個人情報ファイルの利用目的  

⑷  個人 情報フ ァイルに 記録さ れる項目 （以下 この条に おいて

「記録項 目」 と いう。） 及び 本 人（他の 個人 の 氏名、生 年月

日その他 の記 述 等によら ない で 検索し得 る者 に 限る。次 項第

１号カに おい て 同 じ。） とし て 個人情報 ファ イ ルに記録 され

る個人の範囲（次項第２号において「記録範囲」という。）  

⑸  個人 情報フ ァイルに 記録さ れる個人 情報（ 以下この 条にお

いて「記録情報」という。）の収集方法  

⑹  記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨  

⑺  記録 情報を 議会以外 の者に 経常的に 提供す る場合に は、そ

の提供先  

⑻  次条 第１項 、第３１ 条第１ 項又は第 ３８条 第１項の 規定に

よる請求を受理する組織の名称及び所在地  

⑼  第３ １条第 １項ただ し書又 は第３８ 条第１ 項ただし 書に該

当するときは、その旨  

２  前項 の規定 は、次に 掲げる 個人情報 ファイ ルについ ては、 適
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用しない。  

⑴  次に掲げる個人情報ファイル  

ア  議会 の議 員 若しくは 議員 で あった者 又は 職 員若しく は職

員であ った者 に 係る個 人情報 フ ァイル であっ て 、専ら その

人事、 議員報 酬 、給与 又は報 酬 、福利 厚生に 関 する事 項そ

の他こ れらに 準 ずる事 項を記 録 するも の（議 長 が行う 職員

の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。）  

イ  専ら 試験 的 な電子計 算機 処 理の用に 供す る ための個 人情

報ファイル  

ウ  １年 以内 に 消去する こと と なる記録 情報 の みを記録 する

個人情報ファイル  

エ  資料 その 他 の物品若 しく は 金銭の送 付又 は 業務上必 要な

連絡の ために 利 用する 記録情 報 を記録 した個 人 情報フ ァイ

ルであ って、 送 付又は 連絡の 相 手方の 氏名、 住 所その 他の

送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの  

オ  職員 が学 術 研究の用 に供 す るためそ の発 意 に基づき 作成

し、又 は取得 す る個人 情報フ ァ イルで あって 、 記録情 報を

専ら当該学術研究の目的のために利用するもの  

カ  本人の数が議長が定める数に満たない個人情報ファイル  

キ  アか らカ ま でに掲げ る個 人 情報ファ イル に 準ずるも のと

して議長が定める個人情報ファイル  

⑵  前項 の規定 による公 表に係 る個人情 報ファ イルに記 録され

ている記 録情 報 の全部又 は一 部 を記録し た個 人 情報ファ イル
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であって 、そ の 利用目的 、記 録 項目及び 記録 範 囲が当該 公表

に係るこれらの事項の範囲内のもの  

⑶  前号 に掲げ る個人情 報ファ イルに準 ずるも のとして 議長が

定める個人情報ファイル  

３  第１ 項の規 定にかか わらず 、議長は 、記録 項目の一 部若し く

は同項第 ５号若 しくは第 ７号に 掲げる事 項を個 人情報フ ァイル

簿に記載 し、又 は個人情 報ファ イルを個 人情報 ファイル 簿に掲

載するこ とに よ り、利用 目的に 係る事務 又は事 業の性質 上、当

該事務又 は事業 の適正な 遂行に 著しい支 障を及 ぼすおそ れがあ

ると認め るとき は、その 記録項 目の一部 若しく は事項を 記載せ

ず、又は その個 人情報フ ァイル を個人情 報ファ イル簿に 掲載し

ないことができる。  

第４章  開示、訂正及び利用停止  

第１節  開示  

（開示請求権）  

第１８条  何人も、この条例の定めるところにより、議長に対し、

議会の保 有する 自己を本 人とす る保有個 人情報 の開示を 請求す

ることができる。  

２  未成 年者若 しくは成 年被後 見人の法 定代理 人又は本 人の委 任

による代 理人（ 以下この 章に お いて「代 理人」 と総称す る。）

は、本人 に代わ って前項 の規定 による開 示の請 求（以下 この章

及び第４ ８条に おいて「 開示請 求」とい う。） をするこ とがで

きる。  
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（開示請求の手続）  

第１９条  開示 請求は、 次に掲 げる事項 を記載 した書面 （第３ 項

において 「開示 請求書」 という 。）を議 長に提 出してし なけれ

ばならない。  

⑴  開示請求をする者の氏名及び住所又は居所  

⑵  開示 請求に 係る保有 個人情 報が記録 されて いる行政 文書の

名称その 他の 開 示請求に 係る 保 有個人情 報を 特 定するに 足り

る事項  

２  前項 の場合 において 、開示 請求をす る者は 、議長が 定める と

ころにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること（前

条第２項 の規定 による開 示請求 にあって は、開 示請求に 係る保

有個人情 報の本 人の代理 人であ ること） を示す 書類を提 示し、

又は提出しなければならない。  

３  議長 は、開 示請求書 に形式 上の不備 がある と認める ときは 、

開示請求 をした 者（以下 「開示 請求者」 という 。）に対 し、相

当の期間 を定め て、その 補正 を 求めるこ とがで きる。こ の場合

において 、議長 は、開示 請求者 に対し、 補正の 参考とな る情報

を提供するよう努めなければならない。  

（保有個人情報の開示義務）  

第２０条  議長 は、開示 請求が あったと きは、 開示請求 に係る 保

有個人情 報に次 の各号に 掲げる 情報（以 下「不 開示情報 」とい

う。）の いずれ かが含ま れてい る場合を 除き、 開示請求 者に対

し、当該保有個人情報を開示しなければならない。  
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⑴  開示 請求者 （第１８ 条第２ 項の規定 により 代理人が 本人に

代わって 開示 請 求をする 場合 に あっては 、当 該 本人をい う。

次号及び 第３ 号 、次条第 ２項 並 びに 第２ ７条 第 １項にお いて

同じ。） の生 命 、健康、 生活 又 は財産を 害す る おそれが ある

情報  

⑵  開示 請求者 以外の個 人に関 する情報 （事業 を営む個 人の当

該事業に 関す る 情報を除 く。 ） であって 、当 該 情報に含 まれ

る氏名、 生年 月 日その他 の記 述 等により 開示 請 求者以外 の特

定の個人 を識 別 すること がで き るもの（ 他の 情 報と照合 する

ことによ り、 開 示請求者 以外 の 特定の個 人を 識 別するこ とが

できるこ とと な るものを 含む 。 ）若しく は個 人 識別符号 が含

まれるも の又 は 開示請求 者以 外 の特定の 個人 を 識別する こと

はできな いが 、 開示する こと に より、な お開 示 請求者以 外の

個人の権 利利 益 を害する おそ れ があるも の。 た だし、次 に掲

げる情報を除く。  

ア  法令 の規 定 により又 は慣 行 として開 示請 求 者が知る こと

ができ、又は知ることが予定されている情報  

イ  人の 生命 、 健康、生 活又 は 財産を保 護す る ため、開 示す

ることが必要であると認められる情報  

ウ  当該 個人 が 公務員等 （国 家 公務員法 （昭 和 ２２年法 律第

１２０ 号）第 ２ 条第１ 項に規 定 する国 家公務 員 （独立 行政

法人通 則法第 ２ 条第４ 項に規 定 する行 政執行 法 人の 役 員及

び職員 を除く 。 ）、独 立行政 法 人等の 役員及 び 職員、 地方
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公務員 法（昭 和 ２５年 法律第 ２ ６１号 ）第２ 条 に規定 する

地 方 公 務 員 並 び に 地 方 独 立 行 政 法 人 の 役 員 及 び 職 員 を い

う。） である 場 合にお いて、 当 該情報 がその 職 務の遂 行に

係る情 報であ る ときは 、当該 情 報のう ち、当 該 公務員 等の

職及び当該職務遂行の内容に係る部分  

⑶  法人 その他 の団体（ 国、独 立行政法 人等、 地方公共 団体及

び地方独 立行 政 法人を除 く。 以 下この号 にお い て「法人 等」

という。 ）に 関 する情報 又は 開 示請求者 以外 の 事業を営 む個

人の当該 事業 に 関する情 報で あ って、次 に掲 げ るもの。 ただ

し、人の 生命 、 健康、生 活又 は 財産を保 護す る ため、開 示す

ることが必要であると認められる情報を除 く。  

ア  開示 する こ とにより 、当 該 法人等又 は当 該 個人の権 利、

競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの  

イ  議会 の要 請 を受けて 、開 示 しないと の条 件 で任意に 提供

された もので あ って、 法人等 又 は個人 におけ る 通例と して

開示し ないこ と とされ ている も のその 他の当 該 条件を 付す

ること が当該 情 報の性 質、当 時 の状況 等に照 ら して合 理的

であると認められるもの  

⑷  国の 機関、 独立行政 法人等 、地方公 共団体 及び地方 独立行

政法人の 内部 又 は相互間 にお け る審議、 検討 又 は協議に 関す

る情報で あっ て 、開示す るこ と により、 率直 な 意見の交 換若

しくは意 思決 定 の中立性 が不 当 に損なわ れる お それ、不 当に

住民の間 に混 乱 を生じさ せる お それ又は 特定 の 者に不当 に利
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益を与え若 しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの  

⑸  国の 機関、 独立行政 法人等 、地方公 共団体 又は地方 独立行

政法人が 行う 事 務又は事 業に 関 する情報 であ っ て、開示 する

ことによ り、 次 に掲げる おそ れ その他当 該事 務 又は事業 の性

質上、当 該事 務 又は事業 の適 正 な遂行に 支障 を 及ぼすお それ

があるもの  

ア  議長が第２４条各項の決定（以下「開示決定等」という。）

をする 場合に お いて、 犯罪の 予 防、鎮 圧又は 捜 査その 他の

公共の安全と秩序 の維持に支障を及ぼすおそれ  

イ  監査 、検 査 、取締り 、試 験 又は租税 の賦 課 若しくは 徴収

に係る 事務に 関 し、正 確な事 実 の把握 を困難 に するお それ

又は違 法若し く は不当 な行為 を 容易に し、若 し くはそ の発

見を困難にするおそれ  

ウ  契約 、交 渉 又は争訟 に係 る 事務に関 し、 国 、独立行 政法

人等、 地方公 共 団体又 は地方 独 立行政 法人の 財 産上の 利益

又は当事者としての地位を不当に害するおそれ  

エ  調査 研究 に 係る事務 に関 し 、その公 正か つ 能率的な 遂行

を不当に阻害するおそれ  

オ  人事 管理 に 係る事務 に関 し 、公正か つ円 滑 な人事の 確保

に支障を及ぼすおそれ  

カ  独立 行政 法 人等、地 方公 共 団体が経 営す る 企業又は 地方

独立行 政法人 に 係る事 業に関 し 、その 企業経 営 上の正 当な

利益を害するおそれ  
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（部分開示）  

第２１条  議長 は、開示 請求に 係る保有 個人情 報に不開 示情報 が

含まれて いる場 合におい て、不 開示情報 に該当 する部分 を容易

に区分し て除く ことがで きると きは、開 示請求 者に対し 、当該

部分を除いた部分につき開示しなければならない。  

２  開示 請求に 係る保有 個人情 報に前条 第２号 の情報（ 開示請 求

者以外の 特定の 個人を識 別する ことがで きるも のに限る 。）が

含まれて いる場 合におい て、当 該情報の うち、 氏名、生 年月日

その他の 開示請 求者以外 の特定 の個人を 識別す ることが できる

こととな る記述 等及び個 人識別 符号の部 分を除 くことに より、

開示して も、開 示請求者 以外の 個人の権 利利益 が害され るおそ

れがない と認め られると きは、 当該部分 を除い た部分は 、同号

の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。  

（裁量的開示）  

第２２条  議長 は、開示 請求に 係る保有 個人情 報に不開 示情報 が

含まれて いる場 合であっ ても、 個人の権 利利益 を保護す るため

特に必要 がある と認める ときは 、開示請 求者に 対し、当 該保有

個人情報を開示することができる。  

（保有個人情報の存否に関する情報）  

第２３条  開示 請求に対 し、当 該開示請 求に係 る保有個 人情報 が

存在して いるか 否かを答 えるだ けで、不 開示情 報を開示 する こ

ととなる ときは 、議長は 、当該 保有個人 情報の 存否を明 らかに

しないで、当該開示請求を拒否することができる。  
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（開示請求に対する措置）  

第２４条  議長 は、開示 請求に 係る保有 個人情 報の全部 又は一 部

を開示す るとき は、その 旨の決 定をし、 開示請 求者に対 し、そ

の旨、開 示する 保有個人 情報の 利用目的 及び開 示の実施 に関し

議長が定 める事 項を書面 により 通知しな ければ ならない 。ただ

し、第５ 条第２ 号又は第 ３号に 該当する 場合に おける当 該利用

目的については、この限りでない。  

２  議長 は、開 示請求に 係る保 有個人情 報の全 部を開示 しない と

き （前条 の規定 により開 示請求 を拒否す るとき 、及び開 示請求

に係る保 有個人 情報を保 有して いないと きを含 む。）は 、開示

をしない 旨の決 定をし、 開示請 求者に対 し、そ の旨を書 面によ

り通知しなければならない。  

（開示決定等の期限）  

第２５条  開示 決定等は 、開示 請求があ った日 から １５ 日 以内 に

しなけれ ばなら ない。た だし、 第１９条 第３項 の規定に より補

正を求め た場合 にあって は、当 該補正に 要した 日数は、 当該期

間に算入しない。  

２  前項 の規定 にかかわ らず、 議長は、 事務処 理上の困 難その 他

正当な理 由があ るときは 、同項 に規定す る期間 を １５日 以内 に

限り延長 するこ とができ る。こ の場合に おいて 、議長は 、開示

請求者に 対し、 遅滞なく 、延長 後の期間 及び延 長の理由 を書面

により通知しなければならない。  

（開示決定等の期限の特例）  
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第２６条  開示 請求に係る保有 個人情報が著しく大量であるため、

開示請求 があっ た日から ３０日 以内にそ の全て について 開示決

定等をす ること により事 務の遂 行に著し い支障 が生ずる おそれ

がある場 合には 、前条の 規定に かかわら ず、議 長は、開 示請求

に係る保 有個人 情報のう ちの相 当の部分 につき 当該期間 内に開

示決定等 をし、 残りの保 有個人 情報につ いては 相当の期 間内 に

開示決定 等をす れば足り る。こ の場合に おいて 、議長は 、同条

第１項に 規定す る期間内 に、開 示請求者 に対し 、次に掲 げる事

項を書面により通知しなければならない。  

⑴  この条の規定を適用する旨及びその理由  

⑵  残りの保有個人情報について開示決定等をする期限  

２  前条 の規定 による開 示決定 等をしな ければ ならない 期間に 、

議長及び 副議長 がともに 欠けて いる期間 がある ときは、 当該期

間の日数は、同条の期間に算入しない。  

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等）  

第２７条  開示 請求に係 る保有 個人情報 に国、 独立行政 法人等 、

地方公共 団体、 地方独立 行政法 人及び開 示請求 者以外の 者（以

下この条 、第４ ５条第２ 項第３ 号及び第 ４６条 において 「第三

者」とい う。） に関する 情報が 含まれて いると きは、議 長は、

開示決定 等をす るに当た って、 当該情報 に係る 第三者に 対し、

議長が定 めると ころによ り、当 該第三者 に関す る情報の 内容そ

の他議長 が定め る事項を 通知し て、意見 書を提 出する機 会を与

えることができる。  

- 34 の 26 -



２  議長 は、次 の各号の いずれ かに該当 すると きは、第 ２４条 第

１項の決 定 （以 下この章 におい て「開示 決定」 という。 ）に 先

立ち、当 該第三 者に対し 、議長 が定める ところ により、 開示請

求に係る 当該第 三者に関 する情 報の内容 その他 議長が定 める事

項を書面 により 通知して 、意見 書を提出 する機 会を与え なけれ

ばならな い。た だし、当 該第三 者の所在 が判明 しない場 合は、

この限りでない。  

⑴  第三 者に関 する情報 が含ま れている 保有個 人情報を 開示し

ようとす る場 合 であって 、当 該 第三者に 関す る 情報が第 ２０

条第２号 イ又 は 同条第３ 号た だ し書に規 定す る 情報に該 当す

ると認められるとき。  

⑵  第三 者に関 する情報 が含ま れている 保有個 人情報を 第２２

条の規定により開示しようとするとき。  

３  議長 は、前 ２項の規 定によ り意見書 の提出 の機会を 与えら れ

た第三者 が当該 第三者に 関する 情報の開 示に反 対の意思 を表示

した意見 書を提 出した場 合にお いて、開 示決定 をすると きは、

開示決定 の日と 開示を実 施する 日との間 に少な くとも２ 週間を

置かなけ れ ばな らない。 この場 合におい て、議 長は、開 示決定

後直ちに 、当該 意見書（ 第４５ 条におい て「反 対意見書 」とい

う。）を 提出し た第三者 に対し 、開示決 定をし た旨及び その理

由並びに 開示を 実施する 日を書 面により 通知し なければ ならな

い。  

（開示の実施）  
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第２８条  保有 個人情報 の開示 は、当該 保有個 人情報が 、文書 又

は図画に 記録さ れている ときは 閲覧又は 写しの 交付によ り、電

磁的記録 に記録 されてい るとき はその種 別、情 報化の進 展状況

等を勘案 して議 長が定め る方法 により行 う。た だし、閲 覧の方

法による 保有個 人情報の 開示に あっては 、議長 は、当該 保有 個

人情報が 記録さ れている 文書又 は図画の 保存に 支障を生 ずるお

それがあ ると認 めるとき 、その 他正当な 理由が あるとき は、そ

の写しにより、これを行うことができる。  

２  議長 は、前 項の規定 に基づ く電磁的 記録に ついての 開示の 方

法に関する定めを一般の閲覧に供しなければならない。  

３  開示 決定に 基づき保 有個人 情報の開 示を受 ける者は 、議長 が

定めると ころに より、議 長に対 し、その 求める 開示の実 施の方

法等を申し出なければならない。  

４  前項 の規定 による申 出は、 第２４条 第１項 に規定す る通知 が

あった日 から３ ０日以内 にしな ければな らな い 。ただし 、当該

期間内に 当該申 出をする ことが できない ことに つき正当 な理由

があるときは、この限りでない。  

（他の法令による開示の実施との調整）  

第２９条  議長 は、他の 法令の 規定によ り、開 示請求者 に対し 開

示請求に 係る保 有個人情 報が前 条第１項 本文に 規定する 方法と

同一の方 法で開 示するこ ととさ れている 場合（ 開示の期 間が定

められて いる場 合にあっ ては、 当該期間 内に限 る。）に は、同

項本文の 規定に かかわら ず、当 該保有個 人情報 について は、当

- 34 の 28 -



該同一の 方法に よる開示 を行わ ない。た だし、 当該他の 法令の

規定に一 定の場 合には開 示をし ない 旨の 定めが あるとき は、こ

の限りでない。  

２  他の 法令の 規定に定 める開 示の方法 が縦覧 であると きは、 当

該縦覧を 前条第 １項本文 の閲覧 とみなし て、前 項の規定 を適用

する。  

（開示請求の手数料）  

第３０条  開示請求に係る手数料は、無料とする。  

２  保有 個人情 報 が記録 されて いる行政 文書 の 写しの交 付及び 送

付に要する費用は、請求者の負担とする。  

第２節  訂正  

（訂正請求権）  

第３１条  何人 も、自己 を本人 とする保 有個人 情報（次 に掲げ る

ものに限 る。第 ３８条第 １項に おいて同 じ。） の内容が 事実で

ないと思 料する ときは、 この条 例の定め る とこ ろにより 、議長

に対し、 当該保 有個人情 報の訂 正（追加 又は削 除を含む 。以下

この章に おいて 同じ。） を請求 すること ができ る。ただ し、当

該保有個 人情報 の訂正に 関して 他の法令 の規定 により特 別の手

続が定められているときは、この限りでない。  

⑴  開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報  

⑵  開示 決定に 係る保有 個人情 報であっ て、第 ２９条第 １項の

他の法令の規定により開示を受けたもの  

２  代理 人は、 本人に代 わって 前項の規 定によ る訂正の 請求（ 以
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下この章 及び第 ４８条に おいて 「訂正請 求」と いう。） をする

ことができる。  

３  訂正 請求は 、保有個 人情報 の開示を 受けた 日から９ ０日以 内

にしなければならない。  

（訂正請求の手続）  

第３２条  訂正 請求は、 次に掲 げる事項 を記載 した書面 （第３ 項

において 「訂正 請求書」 という 。）を議 長に提 出してし なけれ

ばならない。  

⑴  訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所  

⑵  訂正 請求に 係る保有 個人情 報の開示 を受け た日その 他当該

保有個人情報を特定するに足りる事項  

⑶  訂正請求の趣旨及び理由  

２  前項 の場合 において 、訂正 請求をす る者は 、議長が 定める と

ころにより、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること（前

条第２項 の規定 による訂 正請求 にあって は、訂 正請求に 係る保

有個人情 報の本 人の代理 人であ ること） を示す 書類を提 示し、

又は提出しなければならない。  

３  議長 は、訂 正請求書 に形式 上の不備 がある と認める ときは 、

訂正請求をした者（以下この章において「訂正請求者」という。）

に対し、相当の期間を 定めて、その補正を求めることができる。 

（保有個人情報の訂正義務）  

第３３条  議長 は、訂正 請求が あった場 合にお いて、当 該訂正 請

求に理由 がある と認める ときは 、当該訂 正請求 に係る保 有個人
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情報の利 用目的 の達成に 必要な 範囲内で 、当該 保有個人 情報の

訂正をしなければならない。  

（訂正請求に対する措置）  

第３４条  議長 は、訂正 請求に 係る保有 個人情 報の訂正 をする と

きは、そ の旨の 決定をし 、訂正 請求者に 対し、 その旨を 書面に

より通知しなければならない。  

２  議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、

その旨の 決定を し 、訂正 請求者 に対し、 その旨 を書面に より通

知しなければならない。  

（訂正決定等の期限）  

第３５条  前条 各項の決 定（以 下「訂正 決定等 」という 。）は 、

訂正請求 があっ た日から ３０日 以内にし なけれ ばならな い。た

だし、第 ３２条 第３項の 規定に より補正 を求め た場合に あって

は、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。  

２  前項 の規定 にかかわ らず、 議長は、 事務処 理上の困 難その 他

正当な理 由があ るときは 、同項 に規定す る期間 を３０日 以内に

限り延長 するこ とができ る。こ の場合に おいて 、議長は 、訂正

請求者に 対し、 遅滞なく 、延長 後の期 間 及び延 長の理由 を書面

により通知しなければならない。  

（訂正決定等の期限の特例）  

第３６条  議長 は、訂正 決定等 に特に長 期間を 要すると 認める と

きは、前 条の規 定にかか わらず 、相当の 期間内 に訂正決 定等を

すれば足 りる。 この場合 におい て、議長 は、同 条第１項 に規定
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する期間 内に、 訂正請求 者に対 し、次に 掲げる 事項を書 面によ

り通知しなければならない。  

⑴  この条の規定を適用する旨及びその理由  

⑵  訂正決定等をする期限  

２  前条 の規定 による訂 正決定 等をしな ければ ならない 期間に 、

議長及び 副議長 がともに 欠けて いる期間 がある ときは、 当該 期

間の日数は、同条の期間に算入しない。  

（保有個人情報の提供先への通知）  

第３７条  議長 は、第３ ４条第 １項の決 定に基 づく保有 個人情 報

の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、

当該保有 個人情 報の提供 先に対 し、遅滞 なく、 その旨を 書面に

より通知するものとする。  

第３節  利用停止  

（利用停止請求権）  

第３８条  何人 も、自己 を本人 とする保 有個人 情報が次 の各号 の

いずれか に該当 すると思 料する ときは、 この条 例の定め るとこ

ろにより 、議長 に対し、 当該各 号に定め る措置 を請求す ること

ができる 。ただ し、当該 保有個 人情報の 利用の 停止、消 去又は

提供の停 止（以 下この章 におい て「利用 停止」 という。 ）に関

して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、

この限りでない。  

⑴  第４ 条第２ 項の規定 に違反 して保有 されて いるとき 、第６

条の規定 に違 反 して取り 扱わ れ ていると き、 第 ７条の規 定に
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違反して 取得 さ れたもの であ る とき 、又 は第 １ ２条第１ 項及

び第２項 の規 定 に違反し て利 用 されてい ると き  当該保 有個

人情報の利用の停止又は消去  

⑵  第１ ２条第 １項及び 第２項 の規定に 違反し て提供さ れてい

るとき  当該保有個人情報の提供の停止  

２  代理 人は、 本人に代 わって 前項の規 定によ る利用停 止の請 求

（以下この章及び第４８条において「利用停止請求」という 。）

をすることができる。  

３  利用 停止請 求は、保 有個人 情報の開 示を受 けた日か ら９０ 日

以内にしなければならない。  

（利用停止請求の手続）  

第３９条  利用 停止請求 は、次 に掲げる 事項を 記載した 書面（ 第

３項にお いて「 利用停止 請求書 」 という 。）を 議長に提 出して

しなければならない。  

⑴  利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所  

⑵  利用 停止請 求に係る 保有個 人情報の 開示を 受けた日 その他

当該保有個人情報を特定するに足りる事項  

⑶  利用停止請求の趣旨及び理由  

２  前項 の場合 において 、利用 停止請求 をする 者は、議 長が定 め

るところ により 、利用停 止請求 に係る保 有個人 情報の本 人であ

ること（ 前条第 ２項の規 定によ る利用停 止請求 にあって は、利

用停止請 求に係 る保有個 人情報 の本人の 代理人 であるこ と）を

示す書類を提示し、又は提出しなければならない。  
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３  議長 は、利 用停止請 求書に 形式上の 不備が あると認 めると き

は、利用 停止請 求をした 者（以 下この章 におい て「利用 停止請

求者」と いう。 ）に対し 、相当 の期間を 定めて 、その補 正を求

めることができる。  

（保有個人情報の利用停止義務）  

第４０条  議長 は、利用 停止請 求があっ た場合 において 、当該 利

用停止請 求に理 由がある と認め るときは 、議会 における 個人情

報の適正 な取扱 いを確保 するた めに必要 な限度 で、当該 利用停

止請求に 係る保 有個人情 報の利 用停止を しなけ ればなら ない。

ただし、 当該保 有個人情 報の利 用停止を するこ とにより 、当該

保有個人 情報の 利用目的 に係る 事務又は 事業の 性質上、 当該事

務又は事 業の適 正な遂行 に著し い支障を 及ぼす おそれが あると

認められるときは、この限りでない。  

（利用停止請求に対する措置）  

第４１条  議長 は、利用 停止請 求に係る 保有個 人情報の 利用停 止

をすると きは、 その旨の 決定を し、利用 停止請 求者に対 し、そ

の旨を書面により通知しなければならない。  

２  議長 は、利 用停止請 求に係 る保有個 人情報 の利用停 止をし な

いときは 、その 旨の決定 をし、 利用停止 請求者 に対し、 その旨

を書面により通知しなければならない。  

（利用停止決定等の期限）  

第４２条  前条 各項の決 定（以 下「利用 停止決 定等」と いう。 ）

は、利用 停止請 求があっ た日か ら３０日 以内に しなけれ ばなら
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ない。た だし、 第３９条 第３項 の規定に より補 正を求め た場合

にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

２  前項 の規定 にかかわ らず、 議長は、 事務処 理上の困 難その 他

正当な理 由があ るときは 、同項 に規定す る期間 を３０日 以内に

限り延長 するこ とができ る。こ の場合に おいて 、議長は 、利用

停止請求 者に対 し、遅滞 なく、 延長後の 期間及 び延長の 理由を

書面により通知しなければならない。  

（利用停止決定等の期限の特例）  

第４３条  議長 は、利用 停止決 定等に特 に長期 間を要す ると認 め

るときは 、前条 の規定に かかわ らず、相 当の期 間内に利 用停止

決定等を すれば 足りる。 この場 合におい て、議 長は、同 条第１

項に規定 する期 間内に、 利用停 止請求者 に対し 、次に掲 げ る 事

項を書面により通知しなければならない。  

⑴  この条の規定を適用する旨及びその理由  

⑵  利用停止決定等をする期限  

２  前条 の規定 による利 用停止 決定等を しなけ ればなら ない期 間

に、議長 及び副 議長がと もに欠 けている 期間が あるとき は、当

該期間の日数は、同条の期間に算入しない。  

第４節  審査請求  

（審理員による 審理手続に関する規定の適用除外）  

第４４条  開示 決定等、 訂正決 定等、利 用停止 決定等又 は開示 請

求、訂正 請求若 しくは利 用停止 請求に係 る不作 為に係る 審査請

求につい ては、 行政不服 審査法 （平成２ ６年法 律第６８ 号）第
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９条第１項の規定は、適用しない。  

（審査会への諮問）  

第４５条  開示 決定等、 訂正決 定等、利 用停止 決定等又 は開示 請

求、訂正 請求若 しくは利 用停止 請求に係 る不作 為につい て審査

請求があ ったと きは、議 長は、 次の各号 のいず れかに該 当する

場合を除 き、 島 本町情報 公開・ 個人情報 保護審 査会条例 （昭和

５８年島本町 条例第２５号）第１条に規定する島本町情報公開・

個人情報保護審査会 に諮問しなければならない。  

⑴  審査請求が不適法であり、却下する場合  

⑵  裁決 で、審 査請求の 全部を 認容し、 当該審 査請求に 係る保

有個人情 報の 全 部を開示 する こ ととす る 場合 （ 当該保有 個人

情 報 の 開 示 に つ い て 反 対 意 見 書 が 提 出 さ れ て い る 場 合 を 除

く。）  

⑶  裁決 で、審 査請求の 全部を 認容し、 当該審 査請求に 係る保

有個人情報の訂正をすることとする場合  

⑷  裁決 で、審 査請求の 全部を 認容し、 当該審 査請求に 係る保

有個人情報の利用停止をすることとする場合  

２  前項 の規定 により諮 問した 場合には 、議長 は、次に 掲げる 者

に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。  

⑴  審査 請求人 及び参加 人（行 政不服審 査法第 １３条第 ４項に

規定する 参加 人 をいう。 以下 こ の項及び 次条 第 ２号にお いて

同じ。）  

⑵  開示 請求者 、訂正請 求者又 は利用停 止請求 者（これ らの者
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が審査請求人又は参加人である場合を除く。）  

⑶  当該 審査請 求に係る 保有個 人情報の 開示に ついて反 対意見

書を提出 した 第 三者（当 該第 三 者が審査 請求 人 又は参加 人で

ある場合を除く。）  

（第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等）  

第４６条  第２ ７条第３ 項の規 定は、次 の各号 のいずれ かに該 当

する裁決をする場合について準用する。  

⑴  開示 決定に 対する第 三者か らの審査 請求を 却下し、 又は棄

却する裁決  

⑵  審査 請求に 係る開示 決定等 （開示請 求に係 る保有個 人情報

の全部を 開示 す る旨の決 定を 除 く。）を 変更 し 、当該審 査請

求に係る 保有 個 人情報を 開示 す る旨の裁 決（ 第 三者であ る参

加人が当 該第 三 者に関す る情 報 の開示に 反対 の 意思を表 示し

ている場合に限る。）  

第５章  雑則  

（適用除外）  

第４７条  保有 個人情報 （不開 示情報を 専ら記 録する行 政文書 に

記録され ている ものに限 る。） のうち、 まだ分 類その他 の整理

が行われ ていな いもので 、同一 の利用目 的に係 るものが 著しく

大量にあ るため その中か ら特定 の保有個 人情報 を検索す ること

が著しく 困難で あるもの は、第 ４章（第 ４節を 除く。） の規定

の適用については、議会に保有されていないものとみなす。  

（開示請求等をしようとする者に対する情報 の提供等）  

- 34 の 37 -



第４８条  議長 は、開示 請求、 訂正請求 又は利 用停止請 求（以 下

この条に おいて 「開示請 求等」 という。 ）をし ようとす る者が

それぞれ 容易か つ的確に 開示請 求等をす ること ができる よう、

保有個人 情報の 特定その 他開示 請求等を しよう とする者 の利便

を考慮した適切な措置を講ずるものとする。  

（個人情報等の取扱いに関する苦情処理）  

第４９条  議長 は、議会 におけ る個人情 報、仮 名加工情 報又は 匿

名加工情 報の取 扱いに関 する苦 情の適切 かつ迅 速な処理 に努め

なければならない。  

（審議会への諮問）  

第５０条  議長 は、個人 情報の 適正な取 扱いを 確保する ため専 門

的な知見 に基づ く意見を 聴くこ とが特に 必要で あると認 めると

きは、島 本町情 報公開・ 個人情 報保護運 営審議 会条例（ 昭和５

８年島本 町条例 第２６号 ）第１ 条 に規定 する 島 本町情報 公開・

個人情報保護運営審議会 に諮問することができる。  

（施行の状況の公表）  

第５１条  議長は、毎年度、この条例の施行の状況を取りまとめ、

その概要を公表するものとする。  

（委任）  

第５２条  この条例の実施に関し必要な事項は、議長が定める。  

第６章  罰則  

第５３条  職員 若しくは 職員で あった者 、第９ 条第２項 若しく は

第１５条 第５項 の委託を 受けた 業務に従 事して いる者若 しくは
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従事して いた者 又は議会 におい て個人情 報、仮 名加工情 報若し

くは匿名 加工情 報の取扱 いに従 事してい る派遣 労働者若 しくは

従事して いた派 遣労働者 が、正 当な理由 がない のに、個 人の秘

密に属す る事項 が記録さ れた第 ２条第５ 項第１ 号に係る 個人情

報ファイ ル（そ の全部又 は一部 を複製し 、又は 加工した ものを

含む。） を提供 したとき は、２ 年以下の 懲役又 は１００ 万円 以

下の罰金に処する。  

第５４条  前条 に規定す る者が 、その業 務に関 して知り 得た保 有

個人情報 を自己 若しくは 第三者 の不正な 利益を 図る目的 で提供

し、又は 盗用し たときは 、１年 以下の懲 役又は ５０万円 以下の

罰金に処する。  

第５５条  職員 がその職 権を濫 用して、 専らそ の職務の 用以外 の

用に供す る目的 で個人の 秘密に 属する事 項が記 録された 文書、

図画又は 電磁的 記録を収 集した ときは、 １年以 下の懲役 又は５

０万円以下の罰金に処する。  

第５６条  前３ 条の規定 は、 島 本町 の区 域外に おいてこ れらの 条

の罪を犯した者にも適用する。  

第５７条  偽り その他不 正の手 段により 、第２ ４条第１ 項の決 定

に基づく 保有個 人情報の 開示を 受けた者 は、５ 万円以下 の過料

に処する。  

附  則  

（施行期日）  

第１条  この条例は、令和５年４月１日から施行する。  
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 （島本町情報公開条例の一部改正）  

第２ 条  島本町 情報公開 条例（ 昭和５８ 年島本 町条例第 ２４号 ）

の一部を次のように改正する。  

  第４ 条中「 個人情報 の保護 に関する 法律（ 平成１５ 年法律 第

５７号） 」の次 に「及び 島本町 議会の個 人情報 の保護に 関する

条例（令和〇年 島本町条例第○号）」を加える。  

（島本町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正）  

第３ 条  島本町 情報公開 ・個人 情報保護 審査会 条例（昭 和５８ 年

島本町条例第２５号）の一部を次のように改正する。  

  第１条の２中「第２条第２項に規定する実施機関」の次に「並

びに議会」を加える。  

  第２ 条中「 読み替 え て準用 する同条 第１項 」の次に 「並び に

島本町議 会の個 人情報の 保護に 関する条 例（令 和〇年 島 本町 条

例第○号）第４５条」を加える。  

 （島本町情報公開・個人情報保護運営審議会条例の一部改正）  

第４ 条  島本町 情報公開 ・個人 情報保護 運営審 議会条例 （昭和 ５

８年島本町条例第２６号）の一部を次のように改正する。  

第１条の２中「第２条第２項に規定する実施機関」の次に「並

びに議会」を加える。  

  第２ 条第１ 項中、第 ３号を 第４号と し、第 ２号の次 に次の １

号を加える。  

  ⑶  島本町 議会の個 人情報 の保護に 関する 条例（令 和〇年 島

本町条 例第○ 号 ）第５ ０条の 規 定によ る諮問 に 関し必 要な
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事項  

（島本町債権の管理に関する条例の一部改正）  

第５ 条  島本町 債権の管 理に関 する条例 （平成 ２６年島 本町条 例

第２２号）の一部を次のように改正する。  

  第７ 条第１ 項中「第 ２条第 ２項に規 定する 実施機関 」の次 に

「及び議 会」を 加え、同 条第２ 項中「 島 本町個 人情報の 保護に

関する法 律施行 条例」の 次に「 並びに島 本町議 会の個人 情報の

保護に関する条例（令和〇年 島本町 条例第○号）」を加える。  
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